
 

 

 

プラスチック資源循環に向けた２Ｒビジネス・水平リサイクルの社会実装・事業拡大に取り組む事業者を 

支援します。 

 

 

 

 

1 補助対象者 法人格を有する団体、任意団体又は個人事業主 

2 補助対象事業 

次に掲げる要件を全て満たす事業を補助します。 

・２Ｒビジネスや水平リサイクルに関する取組について、社会実装するために事業

に着手するもの又は事業の拡大を行うもの 

・複数の事業者・団体等が連携して取り組むもの 

※ 調査や実証のために行う事業は含みません。 

３ 補助対象経費 

【２Ｒビジネス】 

・サービス提供に必要な基盤整備を行うための経費 

・２Ｒの仕組みへの切替えに係る経費や運用経費の差額 

・消費者等に対する普及啓発やインセンティブ付与に係る経費 

【水平リサイクル】 

・水平リサイクルへの切替えに係る経費や運用経費の差額 

【２Ｒビジネス及び水平リサイクルの総合的・面的導入】 

・特定のビルやエリア等において、総合的・面的に実施するために必要となる経費 

４ 補助期間ごとの 

補助率と 

補助上限額 

最長３年間の申請が可能です。 

・事業開始月から数えて１年間：１/２、4,500万円 

・事業開始月から数えて２年目から３年目未満までの間：１/３、3,000万円 

・事業開始月から数えて３年目から４年未満までの間：１/４、2,250万円 

※都の予算の範囲内に限る（令和７年度募集分：３億円） 

５ 申請受付期間 令和７年４月１日（火曜日）から令和９年３月 31日（水曜日）まで 

６ 交付決定の流れ 
・申請内容等に関して、環境公社の事前相談窓口にご相談をいただきます。 

・環境公社が書類審査等により交付決定します。 

７ 募集要項・ 

申請方法等 

の詳細 

 

 

📞03-6666-9198 

サーキュラー・エコノミーへの移行推進 
～ 公募のお知らせ ～ 

https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/subsidized-
business/iko-suishin 

東京サーキュラーエコノミー推進センター 行動変容支援チーム 

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル5階 



サーキュラーエコノミーへの移行推進 補助対象事業のイメージ（例） 

 

【従来の仕組み】
現状の廃プラ処理
（熱回収）

【新しい仕組み】
熱回収からMRへの

切り替え
(マスバランス方式)

熱回収

熱回収

廃プラの回収

MR希望の排出事業者
と、他の事業者の廃プラ
とを合わせて回収

多数の排出事業者を巡回回収

ＭＲ

中間処理施設
（圧縮・梱包）

MR希望の排出事業者
相当分を、MR処理でき
るように選別・圧縮・保管
等を実施

MR希望の排出事業者
相当分をリサイクル

廃プラの回収 中間処理施設
（圧縮・梱包）

【オフィス等の排出事業者】
・水平リサイクルへの切替えに係る経費
（分別容器・ 計量システム等の導入）
・運用経費の差額
（熱回収からＭＲに切り替える場合の経
費の差額）

【水平リサイクル】オフィスプラを熱回収からマテリアルリサイクル（MR）に切り替えるための支援


